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令和５年４月から 

地方公務員の定年が引き上げられました 
 

●定年の段階的引上げ 

 地方公務員の定年は、国家公務員の定年を基準として、各地方公共団体において条例
で定めるものとされています。国家公務員の定年が段階的に引き上げられ、６５歳とさ
れたことを踏まえ地方公務員についても同様となりました。 
 なお、定年引上げに伴い、従来の６０歳定年退職者の再任用制度は廃止されますが、
段階的引上げの経過期間については、６５歳まで再任用できるよう「暫定再任用制度」
が設けられました。 
 

 令和 4 年度
まで 

令和 5 年度
〜6 年度 

令和 7 年度
〜8 年度 

令和 9 年度
〜10 年度 

令和 11 年度
〜12 年度 

令和 13 年度
から 

定年 ６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 
※地方公共団体により定年が異なる場合があります。 
 
●定年引上げに伴う地方公務員法の改正 

 定年引上げに併せて、国家公務員と同様に下記の制度が設けられました。 
① 役職定年制の導入 

 組織の新陳代謝を確保し、組織の活力を維持するため、管理職手当の支給対象とな
っている職について、60歳を基本とした役職定年年齢を設けることとされました。 
※職員の年齢別構成、職務の遂行上特別の事情があるなどの場合には例外措置が設けられます。 
 
② 定年前再任用短時間勤務制の導入 

60歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人の希望により、短時間勤
務の職に採用（任期は65歳まで）することができる制度が設けられました。 
 
③ 情報提供・意思確認制度の新設 

当分の間、60歳に達する日の属する年度の前年度の職員に対し、次の情報提供等が行
われます。 
 〇60歳以後の任用、給与、退職手当に関することの情報提供 
 〇60 歳以後の勤務の意思確認 
 
●地方公務員の給与に関する措置 

当分の間、60 歳を超える職員の給料月額は、60 歳前の 7 割水準に設定するとされま
した。 
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情報提供・意思確認制度 

原則60歳になる年度の前年度に 

●60歳以後の任用・給与・退職手当について

説明されます 

●60 歳以後の勤務の意思確認が行われます 

役職定年制 

●役職定年年齢（原則60歳）に達した後に、他

の職に異動となります※3 

 

最初の４月１日 

働き方で共済組合の適用が変わります 

 

●60 歳からの勤務のかたち 

①引き続き常勤職員として勤務           定年退職後、暫定再任用制度※2により 

または、                        ③フルタイム勤務 

②退職※1し、定年前再任用短時間勤務制に      または、 

  よりパートタイム勤務                    ④パートタイム勤務 

                  

 

 

   60歳                   定年年齢                  65歳 

                    （６５歳まで段階的に引上げ） 

 

 

 

 

  

 

 

※1 定年前に退職しても不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当が算定されます。 

※2 定年退職が65歳の方の場合、65歳以後の暫定再任用はありません。 

※3 特例として、異動期間を延長する場合があります。 

（注１） 地方公共団体により定年年齢及び役職定年年齢は異なる場合があります。 

（注２） パートタイム勤務（②）となった後、常勤職員（①）への復帰は原則できません。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ６０歳以後は、常勤職員としてだけでなく短時間勤務の非常勤職員として勤務す
ることもできます。 
 常勤職員と非常勤職員では共済組合の適用が異なり、常勤職員の場合は一般組合
員、非常勤職員の場合は一定の要件を満たすと短期組合員となります。 
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一般組合員 

短期組合員 

 

 

短期組合員の
 

 

  
  

 

 

 

 
 

 健 康 保 険 等 加 入 の 家 族
の被扶養者 
 市町村の国⺠健康保険
の被保険者 

 
 

●  再就職先の健康保険等の
被保険者 

 
短 時 間 勤 務 の

 

 

 
 

   

 

一般組合員 

短期組合員 

 

 

 

 

 

適 

用 

適 

用 

●60 歳以後の共済組合の適用はどうなる？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●一般組合員と短期組合員 

一般組合員と短期組合員では適用される共済組合の事業が異なります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●短期組合員の適用要件 

 

●1 週間の所定勤務時間及び 1 か月の所定勤務日

数が常勤職員の 3/4 以上の方であって、勤務

期間の見込みが 2 か月を超える方 

 

 

●左記以外の方であって、次の条件をすべて 

満たしている方 

▶1 週間の所定勤務時間が 20 時間以上 

▶勤務期間の見込みが 2 か月を超える 

▶報酬月額 8 万 8 千円以上 

▶学生でない 

 

勤 務 形 態 
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●一般組合員と短期組合員の主な違いは年金制度 

  ６０歳以後も⼀般組合員になる場合は、引き続き共済組合の⻑期給付事業として
厚生年金（第３号）と退職等年金給付が適用されます。 
⼀⽅短期組合員になる場合は、共済組合の⻑期給付事業が適⽤されず、⽇本年⾦

機構の厚生年金（第１号）に加入することになります。 
厚生年金は、実施機関（共済組合（第３号）または日本年金機構（第１号））が異

なるだけで制度的な違いはありません。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

退職等 
年金給付 

厚生年金 

一般組合員 短期組合員 

第３号厚生年金被保険者と
して共済組合へ⻑期給付事
業の厚生年金保険料を納
め、共済組合から年金が支
給されます。 

第１号厚生年金被保険者と
して日本年金機構へ厚生年
金保険料を納め、日本年金
機構から年金が支給されま
す。 

共済組合へ掛金を納めて、
共済組合から年金が支給さ
れます。 

退職等年金給付は適用され
ず、掛金負担はありません。 
なお、平成 27 年 10 月 1 日
以後の組合員期間（令和 4
年 10 月 1 日以後について
は一般組合員である期間）
に応じて、共済組合から年
金が支給されます。 
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